
事 務 連 絡 

令和４年３月 31 日 

 

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）    御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課 (部 ) 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

令和４年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について 

 

下記の通知について、それぞれ別添１から別添７までのとおり訂正しますので、

その取扱いについて周知徹底を図られますよう、お願いいたします。 

また、令和４年３月４日付官報（号外第 46 号）に掲載された令和４年度診療報酬

改定に伴う関係告示については、別添８のとおり、官報掲載事項の訂正が行われる

予定ですので、あらかじめお知らせします。 

 

 

・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 

（令和４年３月４日保医発 0304 第１号）（別添１） 

・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 

（令和４年３月４日保医発 0304 第２号）（別添２） 

・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 

（令和４年３月４日保医発 0304 第３号）（別添３） 

・「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」 

（令和４年３月４日保医発 0304 第４号）（別添４） 

・「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」 

（令和４年３月４日保医発 0304 第９号）（別添５） 

・「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部改正に伴う特定保

険医療材料料（使用歯科材料料）の算定について」 

（令和４年３月４日保医発 0304 第 10 号）（別添６） 

・「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」 

（令和４年３月 25 日保医発 0325 第１号）（別添７） 

 



（別添１） 

 

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 

（令和４年３月４日保医発 0304 第１号） 

 

別添１  

 

医科診療報酬点数表に関する事項 

 

第１章 基本診療料 

第２部 入院料等 

 

＜通則＞ 

７ 入院期間の計算 

(２) (略)  

イ 退院の日から起算して３月以上（悪性腫瘍、難病の患者に対する医療等に関する法律

（平成 26 年法律第 50 号）第５条第１項に規定する指定難病（同法第７条第４項に規定

する医療受給者証を交付されている患者（同条第１項各号に規定する特定医療費の支給

認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。）に係るものに限る。）

又は「特定疾患治療研究事業について」（昭和 48 年４月 17 日衛発第 242 号）に掲げる

疾患（当該疾患に罹患しているものとして都道府県知事から受給者証の交付を受けてい

るものに限る。ただし、スモンについては過去に公的な認定を受けたことが確認できる

場合等を含む。）に罹患している患者については１月以上）の期間、同一傷病について、

いずれの保険医療機関に入院又は介護老人保健施設に入所（短期入所療養介護費を算定

すべき入所を除く。）することなく経過した後に、当該保険医療機関又は当該保険医療

機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合 

 

第２章 特掲診療料 

第１部 医学管理等 

第１節 医学管理料等 

Ｂ００１ 特定疾患治療管理料 

33 生殖補助医療管理料 

(３) 治療計画は、胚移植術の実施に向けた一連の診療過程ごとに作成すること。また、当

該計画は、採卵術（実施するための準備を含む。）から胚移植術（その結果の確認を含

む。）までの診療過程を含めて作成すること。ただし、既に凍結保存されている胚を用

いて凍結・融解胚移植術を実施する場合には、当該胚移植術の準備から結果の確認まで

を含めて作成すればよい。 

(４) 治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーのこれまでの治療経過を

把握すること。特に、治療計画の作成時点における胚移植術の実施回数の合計について

確認した上で、診療録に記載するとともに、当該時点における実施回数の合計及び確認

tagai0810083
テキストボックス
（省略）



別添２ 

 

歯科診療報酬点数表に関する事項 

 

第２章 特掲診療料 

第 10 部 麻 酔 

第１節 麻酔料 

Ｋ００４ 歯科麻酔管理料 

(６) 「注３５」に規定する周術期薬剤管理加算は、医科点数表の区分番号Ｌ００９に掲げ

る麻酔管理料(Ⅰ)の「注５」の例により算定する。 

  



（別添２） 

 

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 

（令和４年３月４日保医発 0304 第２号） 

 

第２ 届出に関する手続き 

６ 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して受理

番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであるこ

と。なお、入院基本料等区分があるものについては、区分も付して通知すること。 

(略) 

精神科救急急性期医療入院料１                                      （精救１）第  号 

(略) 

 

第４ 経過措置等 

１ (略) 

表１ 新設された又は施設基準が創設された入院基本料等 

初診料の注１、再診料の注１及び外来診療料の注１の規定による情報通信機器を用いた診療 

初診料の注 11 及び再診料の注 15 に規定する外来感染対策向上加算 

初診料の注 12 及び再診料の注 16 に規定する連携強化加算 

初診料の注 13 及び再診料の注 17 に規定するサーベイランス強化加算 

特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院栄養管理体制加算 

急性期充実体制加算 

紹介受診重点医療機関入院診療加算 

急性期看護補助体制加算の注４に規定する看護補助体制充実加算 

看護補助加算の注４に規定する看護補助体制充実加算 

放射線治療病室管理加算 

依存症入院医療管理加算（薬物依存症の患者に対して治療を行う場合に限る。） 

栄養サポートチーム加算（障害者施設等入院基本料を算定する場合に限る。） 

感染対策向上加算３ 

感染対策向上加算の注２に規定する指導強化加算 

感染対策向上加算の注３に規定する連携強化加算 

感染対策向上加算の注４に規定するサーベイランス強化加算 

重症患者初期支援充実加算 

報告書管理体制加算 

ハイリスク分娩等管理加算（地域連携分娩管理加算を算定する場合に限る。） 

術後疼痛管理チーム加算 

救命救急入院料の注１に規定する算定上限日数に関する基準 

救命救急入院料の注２に規定する精神疾患診断治療初回加算（イを算定する場合に限る。） 

救命救急入院料の注８に規定する早期離床・リハビリテーション加算 

救命救急入院料の注９に規定する早期栄養介入管理加算 

tagai0810083
テキストボックス
（省略）



様式２の６ 

歯科点数表の初診料の注１に係る施設基準に係る届出書添付書類 

１ 当該保険医療機関の滅菌の体制について 
 概      要 

滅菌体制 

（該当する番号に○） 

１．診療室内に設置した滅菌器を使用 

２．中央滅菌部門において滅菌（病院の場合に限る） 

３．外部の業者において滅菌（業者名：       ） 

１．に該当する場合は以下の事項について記載 

滅菌器 

医療機器届出番号  

製品名  

製造販売業者名  

滅菌器の使用回数 
１．１日１回 

３．１日３回以上５回未満 

２．１日２回 

４．１日５回以上 

２ 当該保険医療機関の平均患者数の実績（該当する番号に○） 

 概      要 

１日平均患者数 

（歯科訪問診療の患者 

を含む） 

１．１０人未満 

３．２０人以上３０人未満 

５．４０人以上５０人未満 

２．１０人以上２０人未満 

４．３０人以上４０人未満 

６．５０人以上 

 ※ 新規開設のため、実績がない場合は省略して差し支えない。この場合において、翌年度の７月

に当該様式により実績について届出すること。 

３ 当該保険医療機関の保有する機器について 

機器名 概      要 

歯科用ハンドピース 

（歯科診療室用機器に限る） 
保有数            本 

歯科用ユニット数 保有数            台 

※ 歯科用ハンドピースの保有数の欄には以下の一般的名称である機器の保有数の合計を記載する 

こと。歯科用ガス圧式ハンドピース、歯科用電動式ハンドピース、ストレート・ギアードアング 

ルハンドピース、歯科用空気駆動式ハンドピース 

４ 常勤歯科医師の院内感染防止対策（標準予防策及び新興感染症に対する対策）に

関する研修の受講歴等（４年以内の受講について記入すること。） 

受講者名 

（常勤歯科医師名） 

研修名 

（テーマ） 

受講年月日 当該研修会の主催者 

    

    

 ※4年以内の受講を確認できるものを保管すること。 

［記載上の注意］ 

○ 当該届出の変更を行う際は、変更に係る項目のみの届出で差し支えないこと。 



（別添３） 

 

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 

（令和４年３月４日保医発 0304 第３号） 

 

 

第４ 経過措置等 

表１ 新設された又は施設基準が創設された特掲診療料 

 

外来栄養食事指導料（注３に掲げるがん専門管理栄養士が栄養食事指導を行う場合） 

一般不妊治療管理料 

生殖補助医療管理料１ 

生殖補助医療管理料２ 

二次性骨折予防継続管理料１ 

二次性骨折予防継続管理料２ 

二次性骨折予防継続管理料３ 

下肢創傷処置管理料 

小児かかりつけ診療料２ 

外来腫瘍化学療法診療料１ 

外来腫瘍化学療法診療料２ 

外来腫瘍化学療法診療料の注６に規定する連携充実加算 

外来データ提出加算 

こころの連携指導料（Ⅰ） 

こころの連携指導料（Ⅱ） 

禁煙治療補助システム指導管理加算 

在宅データ提出加算 

救急搬送診療料の注４に規定する重症患者搬送加算 

在宅患者訪問看護・指導料の注 16（同一建物居住者訪問看護・指導料の注６の規定によ

り準用する場合を含む。）に規定する専門管理加算 

染色体検査の注２に規定する絨毛染色体検査 

抗アデノ随伴ウイルス９型（ＡＡＶ９）抗体 

前立腺針生検法（ＭＲＩ撮影及び超音波検査融合画像によるもの） 

口腔細菌定量検査 

肝エラストグラフィ加算 

リハビリテーションデータ提出加算 

摂食嚥下機能回復体制加算３ 

療養生活継続支援加算 

依存症集団療法３ 

導入期加算３ 

難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するＬＤＬアフ

tagai0810083
テキストボックス
（省略）



様式75の３ 
 
 
麻酔管理料(Ⅰ)「注５」周術期薬剤管理加算 
麻酔管理料(Ⅱ)「注２」周術期薬剤管理加算 
歯科麻酔管理料「注３」周術期薬剤管理加算 
 
 
１ 周術期薬剤管理の実施体制 

 専任薬剤師の氏名 

  

  

  
  
２ 周術期薬剤管理に関するプロトコルの作成状況 
（□には、適合する場合「✓」を記入すること。） 

作成 見直し頻度 

□ 作成 年    回 

 
３ 病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と周術期薬剤管理業務を行

う薬剤師の情報共有の方法  
  

 
４ 薬剤の安全使用に関する手順書の作成状況 
（□には、適合する場合「✓」を記入すること。） 

作成 見直し頻度 

□ 作成 年    回 

 

［記載上の注意］ 
１ 「２」については、周術期薬剤管理に関するプロトコルを添付すること。 

２ 「３」については、共有する情報の内容及び情報共有の頻度についても記載すること。 

３ 「４」については、薬剤の安全使用に関する手順書を添付すること。 
 

の施設基準に係る届出書添付書類 

※該当する届出事項を○で囲むこと。  



 

 

（別添６） 

 

特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部改正に伴う 

特定保険医療材料料（使用歯科材料料）の算定について 

（令和４年３月４日保医発 0304 第 10 号） 

 

 

（別紙１） 

材料料 

Ｍ010-4  根面被覆（１歯につき）                       

１ 根面板によるもの 

  (1) 金銀パラジウム合金（金 12％以上） 

     イ 大臼歯                                    379 点 

    ロ 小臼歯・前歯                                                              258 点 

  (2) 銀合金 

      イ 大臼歯                                                                     22 点 

    ロ 小臼歯・前歯           14 点 

２ レジン充填によるもの                                   11 点 

  (1) 複合レジン系 11 点 

  (2) グラスアイオノマー系 

   イ 標準型 8 点 

ロ 自動練和型 9 点 




